
型枠支保工の組立て等作業主任者 申込書 

 安全衛生管理体制に関する法令（労働安全衛生法第１４条、施行令第６条）により、型枠支保工（支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材により構

成され、建設物におけるスラブ、けた等のコンクリートの打設に用いる型枠を支持する仮設の設備をいいます。）の組立て又は解体の作業を行う事

業場で、型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習を修了した者の中から選任して、その者に作業に従事する労働者の指揮等をさせなければなら

ないことが、定められております。 

【受講条件】（当該の作業とは、型枠支保工の組立又は解体の作業を示します。）  

当日持参する受講申請書に事業主証明が必要です。証明がないと受講できませんので予めご了承ください。 

①満２１才以上で、当該の作業に３年以上従事した経験を有する者。  

②満２０才以上で、大学、高専、高校、中学において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者で、卒業後、当該の作業に２年以上従事した経験を

有する者。（＊学科、コースなどでの専攻が証明できる書類が必要です）  

③満２０才以上で、型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習規程第１条各号いずれかの訓練を修了し、後、当該の作業に２年以上従事した経験を有す

る者。 

【講習時間】 講習会場により９時００分 or ９時３０分開始となります。 

【受講コース】 

ｺｰｽ 日数 料金＋テキスト代＝総額 受講資格 受講日 

Ａｺｰｽ ２日（13Ｈ） 12,510＋1,990＝14,500 
①満 21 才以上かつ実務経験 3 年以上 

②満 20 才以上かつ当該教育修了で実務経験 2 年以上 
全日 

Ｂｺｰｽ １日（3Ｈ） 8,510＋1,990＝10,500 

①とび科職業訓練修了 

②とび技能士 1級、2級又はブロック建築技能士 

③別添資料第 1号、第 2号に掲げる者 

2 日目午後 

Ｃｺｰｽ １日（1.5Ｈ） 8,310＋1,990＝10,300 ・とび科職業訓練指導員 2 日目午後 

受講者情報 

【申込方法】 
必要事項記入後 FAX か郵送で送付 ⇒FAX 03-6914-9684 
※Ｂ・Ｃコースの方は該当する免除資格の写しも併せて送付してください。（資格・卒業証明書） 
郵送の方 176-0012 東京都練馬区豊玉北 4-1-5-1F 技術技能講習センター株式会社 宛 
受付処理後講習会必要書類（会場地図・受講料振込案内）を送付いたします。 
人数が 2 名を超える場合はコピーしてお使い下さい。 
ご不明な点等ありましたらご連絡ください。技術技能講習センター☎03-6914-9674 

 

 

B 日程 1日目 2日目午前 2日目午後 

時間 9：30～18：00 9：30～13：30 13：40～18：00 

コース Ａ Ａ 全コース 

A日程 1日目 2日目午前 2日目午後 

時間 9：00～17：20 9：00～13：00 13：00～17：20 

コース Ａ Ａ 全コース 

申込者名（会社名 or 個人名）  連絡先 

住 所 

（関係書類送付先になります） 

〒 

 

 

TEL（携帯可） 

     －     － 

FAX 

     －    － 担当者名（個人の方は記入不要）  

申込ｺｰｽ  日程(初日) 月    日 申込ｺｰｽ  日程(初日) 月    日 

名 前 
 

 
名 前 

 
 

生年月日 昭和・平成   年   月   日（満    歳） 生年月日 昭和・平成   年   月   日（満    歳） 

実務期間 昭和・平成  年  月  日～昭和・平成  年  月  日 実務期間 昭和・平成  年  月  日～昭和・平成  年  月  日 

住 所 
〒 

 
住 所 

〒 

 

料金改定 



（別添資料）      型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習受講資格 

 

その他厚生労働大臣が定める者 

 次の各号に掲げる者で当該訓練を修了した後 2 年以上型枠支保工の組立て又は解体に関する作業に従事した経験を

有するものとする。 

 

1.職業能力開発促進法（昭和四十四年法律第六十四号）第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職

業能力開発促進法施行規則（昭和四十四年労働省令第二十四号）別表第二の訓練科の欄に定める建築施工系鉄筋コン

クリート施工科、建築施工系とび科又は建築仕上系ブロック施工科の訓練を修了した者 

 

2.職業能力開発促進法の一部を改正する法律（平成四年法律第六十七号）による改正前の職業能力開発促進法（以下

「旧能開法」という。）第二十七条第一項の準則訓練である養成訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則等の一部

を改正する省令（平成五年労働省令第一号。以下「平成五年改正省令」という。）による改正前の職業能力開発促進

法施行規則（以下「旧能開法規則」という。）別表第三の訓練科の欄に掲げる建設科、ブロツク建築科又はとび科の

訓練（職業訓練法の一部を改正する法律（昭和六十年法律第五十六号）による改正前の職業訓練法（以下「訓練法」

という。）第十条の準則訓練である養成訓練として行われたもの及び職業訓練法の一部を改正する法律（昭和五十三

年法律第四十号）による改正前の職業訓練法（以下「旧訓練法」という。）第八条第一項の養成訓練として行われた

ものを含む。）を修了した者 

 

3.職業訓練法施行規則の一部を改正する省令（昭和五十三年労働省令第三十七号。以下「五十三年改正省令」という。）

附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練（平成五年改正省令による改正前の同項に規定する専修訓

練課程の養成訓練を含む。）のうち五十三年改正省令による改正前の職業訓練法施行規則（以下「旧訓練法規則」と

いう。）別表第二の訓練科の欄に掲げる建設科、ブロツク建築科若しくはとび科の訓練の例により行われる訓練を修

了した者又は旧訓練法第八条第一項の養成訓練のうち旧訓練法規則別表第二の訓練科の欄に掲げる建設科、ブロツク

建築科若しくはとび科の訓練を修了した者 

 

 


